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Ⅰ．森林計画制度の体系

政 府 森林・林業基本法第１１条

森林・林業基本計画

・長期的かつ総合的な政策の方向・目標

即して

農林水産大臣 森林法第４条

全国森林計画(15年計画) 森林整備保全事業計画

・国の森林関連政策の方向 森林整備事業と治山事業に関

・地域森林計画等の規範 する５年間の事業計画

即して 即して

(民有林) (国有林)

都道府県知事 森林法第５条 森林管理局長 森林法第７条の２

地域森林計画(10年計画) 地域別の森林計画(10年計画)

樹立時に調整

・都道府県の森林関連施策の方向  ・国有林の森林整備、保全の方向

・伐採、造林、林道、保安林の整備の目標等 ・伐採、造林、林道、保安林の整備の目標等

・市町村森林整備計画の規範

適合して

市町村長 森林法第１０条の５

市町村森林整備計画(10年計画)

・市町村が講ずる森林関連施策の方向

・森林所有者等が行う伐採、造林の指針 等

・1,663市町村で策定(H21.4.1現在)

適合して

森林所有者等 森林法第１１条

森林施業計画(5年計画) 一般の森林所有者に対する措置

森林所有者等が所有等をする森林について自発 伐採及び伐採後の造林の届出

的に作成する具体的な伐採・造林等の実施に関 施業の勧告

する５年間の計画 伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令

伐採及び伐採後の造林の計画の遵守命令等

※森林施業計画については、補助金、税制の

特例及び金融等の支援措置を設けている。



Ⅱ．各森林計画制度の概要

１．全国森林計画

目 的 国の長期にわたる統一的な森林に関する政策の考え方及び森林施業上の指
標を明らかにする。

策 定 主 体 農林水産大臣

計 画 期 間 ５年ごとにたてる１５年計画

計画対象森林 森林法第２条に規定する全国の森林

計 画 事 項 ・森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事
項

・森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く）
・造林に関する事項
・間伐及び保育に関する事項
・公益的機能別森林施業を推進すべき森林の整備に関する事項
・林道の開設その他林産物の搬出に関する事項
・森林施業の合理化に関する事項
・森林の土地の保全に関する事項
・保安施設に関する事項
・その他必要な事項

そ の 他 現行の全国森林計画は、平成２０年１０月２１日に策定された。

○現行計画（計画期間Ｈ２１.４.１～Ｈ３６.３.３１）の森林整備及び保全の目標

区 分 現 況 計 画 期 末

育 成 単 層 林 １０，３１２ １０，２１３

森林面積（千ha） 育 成 複 層 林 ９５５ １，５９３

天 然 生 林 １３，８３０ １３，２９１

森 林 蓄 積（ｍ３／ha） １７７ ２０８

林 道 整 備 率（％） ５０ ６４

（注）１．現況については、平成１９年３月３１日現在の数値である。
２．林道整備率とは、「森林・林業基本計画」の林道の延長の目安に対す

る開設延長の割合である。

（参考）重視すべき機能に応じた森林の３区分面積（平成１９年３月３１日現在）

総 計 水土保全林 森林と人との共生林 資源の循環利用林

面 積 １，７５１万ha ３２１万ha ４２７万ha

割 合 ７０％ １３％ １７％



２．地域森林計画

目 的 全国森林計画に即し、都道府県の森林関連施策の方向及び地域的な特性に

応じた森林整備及び保全の目標等を明らかにするとともに、市町村森林整備

計画において計画事項を定めるに当たっての指針となる。

樹 立 主 体 都道府県知事

計 画 期 間 ５年ごとにたてる１０年計画

計画対象森林 森林計画区内の民有林

計 画 事 項 ・対象とする森林の区域

・森林の整備及び保全に関する基本的な事項

・森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く)

・造林に関する事項

・間伐及び保育に関する事項

・公益的機能別施業森林の区域の基準その他公益的機能別施業森林の整備に

関する事項

・林道の開設及び改良に関する計画、林産物の搬出に関する事項

・森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項

・森林の土地の保全に関する事項

・保安林の整備、保安施設に関する事項

・保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項（注）

・その他必要な事項

計 画 の 樹 立 ・ 全国森林計画に即したものでなければならない。

・ 良好な自然環境の保全及び形成その他森林の有する公益的機能の維持増

進に適切な考慮が払われたものでなければならない。

・ 計画の案を30日間公衆の縦覧に供しなければならない。

・ 樹立に当たっては、都道府県森林審議会、関係市町村長、関係森林管理

局長の意見を聴かなければならない。

・ 計画をたて又はこれを変更したときは、遅滞なくこれを公表するととも

に、関係市町村長に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならな

い。

そ の 他 国有林についても、民有林と共通の森林計画区別に森林管理局長が５年ご
とに１０年を一期とする「国有林の地域別の森林計画」をたてることとなっ
ている。

○主な指標(平成21年４月１日現在有効な地域森林計画書による)

地域森林計画対象森林面積： １７，３６８千ha

注）森林の保健機能の増進に関する特別措置法（平成元年12月8日 法律第71号）第５条に基づき定める

ことができる計画事項。



３．市町村森林整備計画

目 的 市町村の森林現況等を踏まえ、地域住民や森林所有者等に対して、市町村

の森林関連施策の方向や造林から伐採までの森林施業の指針を示すことによ

り、地域の適切な森林整備を推進する。

樹 立 主 体 市町村の長

計 画 期 間 ５年ごとにたてる１０年計画

計画対象森林 市町村内の地域森林計画の対象となっている民有林

計 画 事 項 ・伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項

・立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他森林の立木竹の伐採

に関する事項（間伐に関する事項を除く）

・造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項

・間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐

及び保育の基準

・要間伐森林の所在並びに要間伐森林について実施すべき間伐又は保育の方

法及び時期に関する事項

・公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における

施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項

・森林施業の共同化の促進に関する事項

・林業に従事する者の養成及び確保に関する事項

・森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項

・作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項

・林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項

・その他森林の整備のために必要な事項

計 画 の 樹 立 ・ 地域森林計画に適合したものでなければならない。

・ 良好な自然環境の保全及び形成その他森林の有する公益的機能の維持増

進に適切な考慮が払われたものでなければならない。

・ 計画の案を30日間公衆の縦覧に供しなければならない。

・ 樹立に当たっては、関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。

・ 樹立に当たっては、都道府県知事に協議しなければならない。

・ 計画をたてたときは、遅滞なく公表するとともに、都道府県知事（及び

農林水産大臣）及び関係森林管理局長にその写しを送付しなければならな

い。

○民有林所在市町村数

市 町 村 数

１，６６３
（１，７７７）

注：１）平成21年４月１日現在

２）（ ）は、全市町村数



４．森林施業計画

目 的 森林所有者等の自発的意志による計画的かつ効率的な森林施業の実施を図
る。

作 成 主 体 森林所有者等（委託等により権原を取得して経営を行う者を含む）

認 定 主 体 市町村の長（計画対象森林が２以上の市町村にわたる場合は都道府県知事、
２以上の都府県にわたる場合は農林水産大臣）

計 画 期 間 ５年計画

計画対象森林 ・民有林（公有林、国有林分収造林地を含む）
・３０ha以上の団地的まとまりをもった森林

計 画 事 項 ・４０年以上の期間に係る森林施業の実施に関する長期の方針
・５年間の植栽、造林、保育、間伐、伐採といった森林施業実施の計画
・（共同して森林施業計画を作成する場合）森林施業の共同化に関する長期

の方針、５年間の共同して行う計画の種類及びその実施方法、その他共同
化に関する事項

主な認定基準 〔共通要件〕
・適切な間伐
・伐採後の適切な植栽

〔水土保全林〕
・通常の伐期（標準伐期齢）より１０年以上長い伐期で伐採
・皆伐の場合、１伐区は２０ha以下

〔森林と人との共生林〕
・原則として択伐で伐採
・広葉樹林や天然林を維持造成

〔資源の循環利用林〕
・成長量程度を安定的に伐採

優 遇 措 置 等 ①税制
所得税：山林所得に係る森林計画特別控除
法人税：植林費の損金算入の特例
相続税：計画伐採に係る相続税の延納等の特例

②金融
日本政策金融公庫資金における融資条件の優遇

③補助金等
造林事業の助成水準の優遇 共通要件
森林整備地域活動支援交付金

○森林施業計画の認定面積 （単位：千ha）

区 分 １９年度

認定面積 総数(A) ７，４２０

民有林面積(注) 総数(C) １７，４１１

認定率 割合(A/C) ４３

注）民有林面積は森林資源現況調査（平成19年3月31日現在）の民有林面積。



Ⅲ．森林計画と関連する森林経営の支援施策 (平成21年度)

１．補助事業等
（１）補助事業

森林整備事業(民有林補助)の事業体系は次のとおり。

林道の開設又は改良は、地域森林計画に定めるもののみが補助対象となる。

区 造林関係 林 道
事業名及び事業内容

分 事業主体 補助率 主な査定係数 補助率

公的森林整備推進事業 ･地方公共団体 3/10 要間伐森林、 180 50/100

 森林所有者等による整備が進み難 ･森林整備法人等 森林整備協定 45/100

育 い森林等について、分収方式に

よる森林施業、同方式解除後の

森林施業又は市町村のあっせん

による森林施業及びこれらに必 その他 170

成 要な路網の整備を行う。

流域育成林整備事業 ･地方公共団体 3/10 施業実施協定(１ 180 50/100

 流域における育成林の整備の推進 ･森林組合 項) 45/100

林 を図るための森林施業及びこれ ･森林整備法人等

に必要な路網の整備を行う。 ･森林施業計画の 緊急間伐推進協定 170

認定を受けた者 保安林等

･施業実施協定(２ 森林施業計画

整 項協定)の認可を 森林整備協定

受けたＮＰＯ等 分収林

･市町村と協定を 特定間伐等促進計画

締結した森林所

備 有者 等 協定締結造林 120

普通造林 90

森林空間総合整備事業 ･地方公共団体 １/２ － 開設

(1)森林環境教育促進整備 １/３ 50/100

共 森林環境教育のフィ－ルドを提 (用地等取得) 45/100

供するための森林の造成等を目

生 的として行う樹木等の植栽、作

業路の開設等 改良

環 (2)森林健康促進整備 50/100

医療施設、健康増進施設の周辺 30/100

境 においてこれらの施設と連携を

図った森林の造成等を目的とし

整 て行う樹木等の植栽、作業路の

開設等

備 (3)里山林機能強化整備

集落周辺の里山林において、公益

的機能の高度発揮を図るための森

林の造成等を目的として行う樹木

等の植栽、作業路の開設等



区 造林関係 林 道
事業名及び事業内容

分 事業主体 補助率 主な査定係数 補助率

絆の森整備事業 ･地方公共団体 １/２ － 50/100

(1)市民参加型森林整備 ･森林施業計画の １/３ 45/100

共 市民参加による森林の造成を推 認定を受けた者 (用地等取得)

生 進することを目的とした森林整 ･施業実施協定(２

環 備等 項協定)の認可を

境 (2)野生生物共生林整備 受けたＮＰＯ等

整 野生生物の生息・生育環境の保 ･市町村と協定を

備 全、移動経路の確保を図るため 締結した森林所

の森林の造成、野生生物の生息 有者

場所に適した水辺環境整備、原 ･森林組合 等

植生の回復整備等を目的として

行う森林整備等

保全松林緊急保護整備事業 ･地方公共団体 1/ 2 － －

 森林病害虫等防除法第２条第１項 ･森林組合

第１号に掲げる松くい虫が運ぶ ･森林所有者 等

機 線虫類により被害が発生してい

る松林において、公益的機能の

高い健全な松林の整備又は樹種

転換を行う。

能

特定森林造成事業 ･地方公共団体 (1)1/2 － －

 森林の生産力の回復・増進等の観 ･森林組合

点から、林木の成長が不良な土 ･森林所有者 等 (1)以外 施業実施協定造林 180

回 地や耕作放棄地等を対象として、 3/10 造林未済地緊急造

土壌条件の改良、植栽等を行う。 林

(1)特定林地改良

(2)耕作放棄地等森林造成 保安林等 170

復 (3)造林未済地緊急造林 分収林

森林整備協定

普通造林 110

整

被害地等森林整備事業 ･地方公共団体 3/10 指定被害地 140 －

 森林災害の復旧等諸々の条件に応 ･森林組合 保安林等

じた森林資源の造成又は整備を ･森林所有者 等 松くい虫被害地

備 行う。 森林整備協定造林

被害地 120

普通造林 70

森林災害等復旧林道開設事業 － 50/100

 松くい虫被害森林及び気象害等被

害森林の復旧のために必要な林

道施設の新設又は改築を行う。

林道改良統合補助事業 － 50/100

 林道の機能向上を図るため、林道 30/100

及び作業道の構造の一部を改良

する。



区 造林関係 林 道
事業名及び事業内容

分 事業主体 補助率 主な査定係数 補助率

美しい森林づくり基盤整備交付金 ･市町村 1/2 － 1/2
 特定間伐等促進計画に基づき、地球温 ･森林組合

暖化防止をはじめとする森林の多面的 ･森林所有者等

機能の維持促進のための森林整備を行

う。

フォレスト・コミュニティ総合整 ･地方公共団体 3/10 居住地森林環境整 170 50/100

森 備事業 ･森林組合 備により森林整備 45/100

森林活用基盤整備 ･森林施業計画の を単独で実施する

林 森林整備の基盤となり生活環境 認定を受けた者 場合

の改善にも資する骨格的な林道 ･森林所有者 等

居 等の整備や林業施設の基盤整備 居住地森林環境整 150

を行う。 備を他の事業と組

住 里山エリア再生交付金 み合わせにより森

居住環境基盤整備 林整備を実施する

環 山村地域の活性化、林業就業者 場合

の定住の促進等を図るための生

境 活環境の改善及び都市と山村の

交流促進のための施設の整備を

整 行う。

居住地森林環境整備

備 居住地周辺の森林における防災、

景観、森林とのふれあい等に配

慮した森林整備等を行う。

＊林道の事業主体は都道府県、市町村、森林組合等
＊事業主体、補助区分欄がゴシック体は森林計画関連

（２）森林整備地域活動支援交付金

事業内容 交付率等 備考

森林施業の集約化を促進しつ ①「森林情報の収集活動」 15,000円/ha 計画的な森林施

つ適切な森林整備の推進を図り、 (国1/2、都道府県･市町村1/2) 業が予定されて

森林の有する多面的機能を発揮 いない森林(※)

させるため、森林所有者等によ

る森林情報の収集活動、境界の ②「施業実施区域の明確化作業」及び「歩道の整備等」 既に森林施業計

明確化等の地域活動に対する支 5,000円/ha 画が作成されて

援を実施。 (国1/2、都道府県･市町村1/2) いる森林

③「森林情報の収集活動及び境界の明確化等」 2～3年以内に利

人証(※※)による明確化を含むもの 24,000円/ha 用間伐を実施す

人証による明確化を含まないもの 20,000円/ha る予定の森林

(国10/10)

④「推進事務」 定額

※ 計画的な森林施業が予定されていない森林と一体的な集約化を図るもので一定の要件を満たす場合については、既に
森林施業計画が作成されている森林においても支援。

※※ 地域に根付いている山の境界に詳しい人



２．税制、金融措置(平成21年度)

森林施業計画に関する主な支援措置の概要

１．税制 ①所得税

森林施業計画に基づいて山林を伐採、又は譲渡した場合、その収入金額

から伐採・搬出の必要経費を控除した残額の20％に相当する金額を控除す

ることができる

森林組合等のあっせんにより林地保有の合理化のために土地を譲渡し、

かつ、その取得者の有する山林の全部につき森林施業計画の認定を受けた

場合、譲渡所得から800万円を控除することができる

②法人税

森林施業計画に基づき造林をするために支出した植林費について、支出

した年度にその金額の35％を損金に算入することができる

③相続税

相続人が相続又は遺贈を受けた森林施業計画対象森林について、引き続

き森林施業計画に基づき施業を継続する場合であって一定の要件を満たす

とき、林地及び立木の課税価格は５％減額(課税価格の計算特例)

森林施業計画対象立木の価額が相続財産価額の20％以上の場合、その立

木価額に対応する税額は、森林施業計画に基づく伐採時期及び伐採材積を

基にして分納(不均等納付)でき、延納利子税の割合は0.7％（基準割引率

等0.5％の場合）に軽減される。さらに、相続財産価額のうち計画区域内

立木の価額が20％以上で、かつ不動産等の占める割合が50％以上の場合、

延納期間を20年以内(複層林施業森林又は長伐期施業森林は40年以内)とす

ることができる(計画伐採に係る延納特例)

森林施業計画の認定を受けている場合(平成14年4月以降の認定に限る。)、

林地及び立木の評価額は水土保全林では20％、森林と人との共生林では40

％(市町村森林整備計画で特に帯状に残存すべき森林として定められてい

る森林では20％)控除

④特別土地保有税(平成15年度より課税停止)

森林施業計画の対象である林地については、非課税

２．金融 ①日本政策金融公庫資金

林業基盤整備資金(造林資金)の貸付利率等の特例



３．地方財政措置

○公有林化にかかる措置について(地域活性化事業債)

都道府県または市町村が公有林化を行おうとする際の財政措置として、地域活性化事業

債(国土保全対策事業)の対象である

① 地域環境保全のため公の施設として保全・活用を図る森林の取得及び施設の整備

② 公益的機能別施業森林区域に定められた森林及び民有林の保安林の取得

がある。このうち後者は森林計画制度と深い関わりがある。

１ 公益的機能別施業森林区域に定められた森林及び民有林の保安林の取得

(1) 趣旨

都道府県又は市町村が、公益性が高く、その維持・向上のために公有林化が必要で

あると認められる森林について、その適正な保全・管理を図ることを目的として取得

する場合に対する支援措置。

(2) 事業対象

公益的機能別施業森林及び４号以下民有保安林(1～3号との兼種を除く)のうち、都

道府県知事又は市町村長が、当該森林の管理の状況等に鑑み、公益的機能の維持・向

上を図るためには公有化が必要であると認めた森林を取得し、行政財産(公用財産)と

して管理していくもの。

なお、市町村が実施する場合には、市町村森林整備計画において公益的機能の維持

・向上を図るために特に整備が必要なものについての整備の基本的考え方が定められ

ていることが必要。

また、当該自治体の区域外の森林であっても、森林所在市町村との間に森林整備に

関する協定が締結されれば事業の対象となる。

２ 財政措置

地方公共団体に対して、地域活性化事業債(充当率75%)が許可され、後年度、その元

利償還金の30%に相当する額が基準財政需要額に算入される。

○特定間伐等促進計画に基づく間伐に係る地方債の特例措置について

特定間伐等促進計画に基づく間伐等に要する経費（森林整備事業及び美しい森林づくり

基盤整備交付金の補助事業に対する地方公共団体の負担分）について、地方債の対象とな

り、また、その元利償還金の３割については交付税で措置。これにより国の補助事業に対

する都道府県や市町村の負担の軽減･平準化に資する。



年度 法改正の内容 備考

昭和
26年
(1951)

・「旧森林法」（明治４０年）を廃止して、新｢森林法｣を制定
・｢森林計画制度｣の創設 等

37年
(1962)

・普通林における伐採に係る知事への許可制から知事への届出制への移行
・農林水産大臣が策定する全国森林計画の制度化
・知事が地域森林計画を遵守していないと認める場合における知事による施
業勧告制度の新設 等

「林業基本
法」制定
（昭和39）

43年
(1968)

・森林施業計画制度の新設（森林所有者が森林施業計画を作成し、知事が認
定）

49年
(1974)

・団地共同森林施業計画制度の創設（森林施業の合理化を図るため、一体の
まとまりのある森林を対象に複数の森林所有者が共同で森林施業計画を作
成）

・伐採届出制に関し、知事が計画内容の変更を命ずることができる措置の導
入 等

58年
(1983)

・森林整備計画制度の創設（一定要件を満たす市町村（森林整備市町村）が
森林計画を作成し、知事により承認）

・森林計画の計画事項として間伐を規定。間伐・保育についての勧告制度の
創設（森林整備市町村が早急に間伐・保育の実施が必要な箇所を「特定森
林」として指定→「特定森林」において必要な施業が行われない場合に当該
市町村長による施業実施勧告→知事による権利移転等の協議の勧告、調
停） 等

平成
３年
(1991)

・特定森林施業計画制度の創設（森林の有する公益的機能の維持増進を特
に図るための施業として複層林施業、長伐期施業等を推進）

・市町村森林整備計画制度の創設（市町村の役割の拡充を図るため、森林施
業の共同化の促進、作業路網等施設の整備等を計画事項に追加）

・ 早急に間伐・保育の実施が必要な森林（要間伐森林）に係る市町村長によ
る勧告制度に関し、知事による権利移転等に係る調停に加え、知事による
分収育林契約締結についての裁定を通じた施業代行制度の創設 等

10年
(1998)

・市町村森林整備計画制度の拡充（民有林のある全市町村が計画を作成する
こととし、森林施業計画や伐採届出制度、施業勧告制度等に係る権限を都
道府県知事から市町村長へ委譲） 等

13年
(2001)

・森林の３区分制度の導入（重視すべき機能に応じ森林を水土保全林、森林
と人との共生林、資源の循環利用林に３区分するとともに、区分に応じた森
林施業計画の認定要件を設定→特定森林施業計画制度の廃止）

・森林施業計画における団地的まとまりの要件化（団地共同森林施業計画制
度の廃止（一般化））

・伐採及び伐採後の造林の届出制の創設（造林についても変更命令の対象）
・森林所有者に代わって一定の権原に基づき森林施業を行う者を森林施業計
画の作成主体に追加 等

｢林業基本
法｣改正
(｢森林・林業
基本法｣に名
称変更）

16年
(2004)

・間伐等の施業が適正に行われていない森林について施業を確保するため、
要間伐森林に係る協議勧告制度の対象に施業の委託に関する協議の勧告
を追加 等

京都議定書
発効
(H17.2.16)

Ⅳ．森林計画制度の主な改正経過

資料：林野庁業務資料
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